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令和８年度 第３期海陽町地域強靭化計画策定業務 

仕様書 

 

１．目的 

海陽町は、「強くしなやかな国民生活の実現を図るための防災・減災等に資する国土強靭

化基本法」第十三条に基づき、あらゆる自然災害等が起こっても機能不全に陥らず、「強靭

な地域」をつくりあげるための計画として、平成２８年１０月に海陽町地域強靭化計画を策

定した。また、同計画期間の進捗を踏まえた見直しを行い、令和４年３月には第２期計画（以

下、「第２期計画」という。）を策定した。第２期計画は、計画期間が令和４年度から令和８

年度までとなっていることから、第３期海陽町地域強靭化計画（以下、「第３期計画」とい

う。）の策定が必要となっている。 

本業務は、第２期計画の総括を行うとともに、現在の海陽町関連計画や施策・事業等を踏

まえた第３期計画を策定することを目的とする。 

 

 

２．業務概要 

1）計画準備 

2）資料収集・整理 

3）第２期計画の総括 

4）第３期計画の策定 

5）打合せ協議 

6) 報告書作成 

 

 

３．業務内容 

１）計画準備 

本業務の目的・内容、履行期間等を考慮し、国・県が進める計画、海陽町関連計画等を

参考に、業務方針・業務内容・業務工程等の検討を行い、業務計画書を作成すること。 

 

２）資料収集・整理 

本業務を進めるために必要な関連計画等の資料を収集・整理すること。 

なお、海陽町に関する資料については、海陽町が貸与する。 
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３）第２期計画の総括 

第２期計画で定めた各施策の進捗状況を調査し、それぞれの目標達成度等を踏まえた

総括を行い、第３期計画策定の基礎資料とする。 

 

① 既存施策の進捗状況整理 

第２期計画で定めた各施策の重要業績指標について、進捗状況を確認するための「既

存施策調査票」を作成すること。「既存施策調査票」の内容は、施策の令和８年度末時点

の実績値（見込み値）、課題、今後の改善点及び見通しを記載できるものとする。また、

第３期計画で継続する施策の場合は、第３期計画期間最終年度までの年次ごとの目標値

や概要等を記載できるものとする。 

「既存施策調査票」により集約した進捗状況等の情報は、リスクシナリオごとの進捗

状況を客観的に評価できるよう整理し、第３期計画に反映すること。 

なお、「既存施策調査票」の各課等への配布・回収は海陽町が行う。 

 

② 脆弱性の分析・評価結果の整理・課題の検討 

第２期計画における脆弱性分析・評価結果について、上記「①既存施策の進捗状況整

理」の調査結果を反映させ、海陽町の強靭化を進める上での脆弱性の解消・改善の状況

及び課題点を整理すること。 

 

③ 総括結果とりまとめ 

第１期計画の総括結果を資料としてとりまとめ、第３期計画の策定における検討材料

とする。 

 

４）第３期計画の策定 

「３）第２期計画の総括」の結果をとりまとめ、第３期計画（案）を策定する。構成は

第２期計画を基本とするが、海陽町との協議の上で、必要に応じて変更を行うものとする。 

 

① 基本的事項の検討 

第３期計画を策定するにあたり、計画期間を設定すること。また、国の『国土強靭化

基本計画』、徳島県の『徳島県県土強靱化・レジリエンス推進計画』との調和をとるとと

もに、海陽町総合計画等の本町関連計画等との整合を図るものとする。そのため、第２

期計画で定めた計画の基本目標、事前に備えるべき目標、対象とする自然災害、リスク

シナリオ及び施策分野等の基本的事項を必要に応じて追加・修正の検討を行うこと。 
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② 新たな施策追加等の検討 

海陽町の新規事業等で強靭化に資する事業がある場合は、第３期計画の新たな施策に

追加できるよう、「新規施策調査票」を作成すること。「新規施策調査票」の内容は、施

策の概要、重要業績指標の現状値及び第３期計画の計画期間最終年度までの年次ごとの

目標値と目標値の概要等を記載できるものとする。 

「新規施策調査票」により集約した新規施策の情報は、令和９年度以降において、リ

スクシナリオごとの進捗状況を客観的に評価できるよう整理し、第３期計画に反映させ

ること。 

なお、「新規施策調査票」の各課等への配布・回収は海陽町が行う。 

 

③ 第３期計画のとりまとめ 

「①基本的事項の検討」、「②新たな施策追加等の検討」結果を基に、第３期計画をと

りまとめる。 

 

５）打合せ協議 

打合せ協議は、業務着手時、中間（２回）、成果納品時に実施する。 

業務の進捗状況に合わせて、適宜打合せ協議を行い、その都度議事録を作成し、担当者

の承認を得る。 

 

６）報告書作成 

業務の目的を踏まえ、作成された成果を基に、業務の方法・過程・概要について記した

報告書を作成する。 

 

 

４．工期 

業務契約締結の翌日から令和９年３月２６日までとする。 
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５．成果品 

・報告書 

数量：２部  仕様：A4 版、簡易製本 

 

・第３期海陽町国土強靭化地域計画 

数量：２部  仕様：A4 版、一部カラー印刷、簡易製本 

 

・電子データ（報告書、第３期海陽町国土強靭化地域計画） 

数量：２部  媒体：CD-R 等 

 

 

 

 

 

 


